2022年度第１回部門委員会議案書（抜粋）　こちらのひな型を使用してください
Ⅴ　分野別のたたかい
１．地象火山業務

２．予報業務

３．通信・情報処理業務

４．気象観測業務

５．航空職場

６．海上・海洋職場
（１）職場の状況
①　海洋気象業務
海洋気象業務をとりまく環境として、第14次第４年度（2023年度）業務整理実施計画（案）により、各管区・沖縄気象台の地球環境・海洋課が廃止され、各気象台が所掌していた海洋気象業務は本庁に集約され、人員の削減が強行されました。
②　海洋気象観測船運航体制、乗船観測員の問題
[bookmark: _GoBack]海洋気象観測船（凌風丸・啓風丸）は各船、年間200日程度の観測日数の下、高精度な海洋観測を実施しています。この体制下では環境・海洋気象課で乗船する職員の平均乗船日数は年間で約100日以上、なかには140日近く乗船する職員もいます。航海後は公休にはいりますが、業務を行うには限界の人員で乗船計画が組まれているので、乗船者によっては公休を次の航海後に持ち越すなど、ほぼ連続して乗船せざるを得ないきびしい勤務環境が強いられています。また、年間を通じて２隻が同時に出航している日が大半のため、陸上に残った人員は手薄で、次航海の準備やデータ処理といった業務に追われています。気象庁観測船の稼働率は高く、必然的に海洋観測機器も稼働率が高くなります。観測機器を酷使するため障害等が頻繁に発生しやすく、ひとたび、障害が発生すると手薄な陸上の人員だけでは対応できないため、公休を振り替えて修理対応をせざるを得ないことが頻繁にあります。
観測の高精度化、測器の維持管理には高度な知識と技術が必要です。人員に十分な余裕がなく、人材を育てるにも現在の体制ではきびしい状況です。乗船計画は職員の健康と福祉に配慮したものでなければなりませんが、急な怪我や病気、あるいは突然の家族の健康不安等による乗船者の変更がきわめて厳しい状況です。
観測船は、観測対象海域が外洋域中心のため、港から港までの航程日数が３週間程度と長期にわたる航海が多くあります。くわえてコロナの影響で海外への寄港ができず、長期の無寄港航海や後継計画の変更を余儀なくされています。観測員は動揺する船内で、長期にわたり動揺する船内で、24時間拘束された生活を強いられています。船上の勤務には、閉鎖性・離社会性・離家庭性といった、陸上勤務にはないきびしい条件にもかかわらず、手当は陸上出張と同じわずかな日当、食卓料のみです。船内の居住環境においても、現在、複数名の女性職員が船員・観測員として乗船する機会がありますが、女性用の風呂・トイレは一体になっており、複数名の女性が長期間乗船することが想定されていません。
新凌風丸については2023年３月に進水式がおこなわれ、2023年度末の就航にむけ、2023年９月以降に本格的な艤装工事が始まり、乗船勤務を行いつつ機器の移設及び設置立会いなどの業務がおこなわれる予定です。
③　沿岸防災解説業務
2019年３月に、管区・沖縄気象台で実施していた沿岸防災解説業務は本庁海洋気象情報室に集約され、昼間３人、夜間１人の体制で全国予報中枢及び11の地方予報中枢の沿岸防災に関する支援を行うことになりました。本庁集約に伴い数人の増員がありましたが、１サイクル35日を９人の現業当番者で運用しなければならないことや新たな業務への対応のため、本庁海洋気象情報室の作業量は増大しており、もっとも情報の重要性が高い台風時等に適切に対応ができるかどうか懸念される状況となっています。
また、2023年度は18人中８人が転入者で、現業に入れない班長や専門職を除くと異動期に現業に入れたのはわずか８人しかいませんでした。このため、現業運用に最低限必要な９人体制をとれず、公休の振替を行わざるを得ない勤務体制を強いられました。幸い、異動期に新型コロナ感染者が誰もいなかったので何とかこの苦境期を乗り越えることができましたが、もし、コロナ感染者が一人でも出たら、崩壊していたに違いありません。コロナ禍であるにもかかわらずこのような横暴な人事異動を行ったことは到底看過できません。
④　沿岸観測機器関係の整備
津波・高潮、沿岸波浪観測関係の機器は、昼夜問わず雷災等による障害が発生しており、その都度対応に追われています。このため、沿岸防災観測機器の維持管理部門では連日夜遅くまでの勤務が続いています。
また、管区等の組織改編にともない、これまで管区で行っていた沿岸防災観測業務が本庁に集約されました。検潮所の水準測量等の管区契約の案件の関係部署との調整・連絡、検潮所の点検や観測機器の更新など、現地官署と協力しながら行うことが求められています。
⑤　乗組員の問題
　　　船員の削減により２船３クルーの運航体制が維持できなくなりました。そのため、一部の乗組員は東京に戻っている間は、ほぼ公休となるため、乗組員と一般職員の交流は少ないのが実状です。そのためか、乗組員の組合員は残念ながら１人もいません。しかしながら、乗組員の希望をしっかりふまえた要求をしていく必要があるため、組合員拡大は急務です。
（２）職場の要求実現のために
①　海洋気象業務
　　　今後、急な業務の見直しや組織再編が行われないようするとともに、業務の見直しを行う際には十分な検討期間と試行期間を設けさせ、業務に必要な人員の確保を強く要求していきます。
②　海洋気象観測船運航体制、乗船観測員の問題
　　　職場であり生活の場でもある船内の居住環境を整え、十分な健康管理が行われる体制を要求していきます。特に、業務外の共有空間の拡充や、勤務の特殊性を手当に反映させることを要求していきます。また女性観測員が快適に生活できるような環境整備を要求していきます。さらに乗船者が公休を取得しやすいよう必要な人員が十分に確保されるよう要求していきます。
③　沿岸防災解説業務
　　もっとも情報の重要性が高まる台風時等の緊急時の対応が人員的にきびしいことが想定されており、このような状況を一刻も早く是正できるよう、人員の増加を求めていく必要があります。
④　沿岸観測機器関係の整備
　　　観測機器の整備は防災的な観点からも必要不可欠であり、より計画的な整備が求められます。また、予算業務、NAPSルーチンの業務など多種多様な業務があり、障害対応は即時に的確に行う必要があることから、適切な人員配置を求めていく必要があります。
⑤　乗組員の問題
　　　国公船舶連絡会と連携して、他職場の問題点や課題を共有していきます。乗組員が抱えている悩みが解決できるよう、積極的にかかわっていくことで１人でも多くの船員がなかまとなるよう、とりくみを強化します。

７．研究職場

８．気象衛星業務

９．教育職場

10．事務・管理系職場

11.離島・へき地職場のたたかい
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